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～ 今後の進め方 ～

第20回磐田市都市計画審議会 説明資料

磐田市都市計画マスタープランの改定
及び 立地適正化計画の策定について
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平成14年度
策定済み

平成14年度
策定済み

平成14年度
策定済み

旧竜洋町旧磐田市 旧福田町 旧豊岡村旧豊田町

平成10年度
策定済み

平成11年度
策定済み平成17年4月

合 併

磐田市都市計画マスタープラン策定
（平成19年度 策定）

※旧市町村の計画を統合・再編

策定以降、人口減少・少子高齢化の進行や東日本大震災の発生を契機とした防災意識の
高まりなど、社会情勢が大きく変化しています。
こうした社会の動きへの対応や、第2次総合計画との整合を図るため

平成27年度から平成29年度の３ヵ年で都市計画マスタープランの改定

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく計画で、概ね20年先を目標とした都市の
将来像や、土地利用の方向性、道路や公園、市街地開発事業等の個別計画の総合的な指針を示すもの
です。

※策定から８年が経過

都市計画マスタープラン
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出典：平成27年10月 磐田市人口ビジョン

図 総人口と年齢3区分別人口の推移

■ 総人口は、2008 年（平成20 年）をピークとして減少に転じています
■ 生産年齢人口は、2005 年（平成17 年）の116,629 人をピークとして減少に転じています
■ 老年人口は、1970 年（昭和45 年）以降、増加を続けています

図 磐田市の将来人口展望
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■JR磐田駅北口広場整備事業

コンセプト：『過去と現在、そして未来を感じる心地よい空間づくり

基本方針：磐田市の玄関口として、自然・歴史・文化を生かした個性あふれる景観形成

施行面積：約7,100㎡

■JR磐田新駅設置事業

都市計画マスタープラン
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■下野部工業団地

総面積：48.86ha

（仮称）新磐田スマートIC
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静岡モデルによる磐田市海岸堤防整備計画（案）

都市計画マスタープラン
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※今回の改定では、人口減少・高齢化社会に対応したコンパクト・プラス・ネットワーク型都市づく
りを進めるため、平成26年度に制度化された「立地適正化計画」の策定と合わせて実施します。



都市計画マスタープラン
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◆全体構想
１ 都市づくりの主要課題
２ 都市づくりの基本理念、目標とする都市像
３ 土地利用、市街地整備、都市施設等に関する分野別整備方針

◆地域別構想
１ 豊岡地区
２ 岩田・大藤・向笠地区
３ 豊田北部地区
４ 豊田南部地区
５ 見付地区
６ 中泉・今之浦地区
７ 田原・御厨・西貝・南御厨地区
８ 天竜・長野・於保地区
９ 竜洋地区

１０福田地区

◆マスタープランの実現に向けて

都市計画マスタープラン
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第１次 総合計画 第２次 総合計画 第3次 総合計画

現⾏ 都市計画マスタープラン （Ｈ19 Ｈ38） 目標
年次

改定 都市計画マスタープラン （Ｈ30 Ｈ49）

定期⾒直し

Ｈ19 Ｈ27  Ｈ29 H30 Ｈ38 Ｈ39 Ｈ 49

計画は概ね20年後の都市像を展望した上で都市計画の基本方針を定めます。

目標
年次

定期⾒直し

改定作業

計画期間：平成30年度から平成49年度まで

基準年：平成30年度 目標年次：平成49年度 定期見直し：平成38年度
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都市計画マスタープラン
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基礎調査 素案作成 原案作成

方針 中間報告 諮問

上程

2月

7月

9月～10月

市民アンケート

6月

パブコメ地域別説明会

10月～11月

2月

2月 12月

3月

策定

調 整

10月

ホームページ掲載

6月 10月 1月 7月 10月

項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度

全体の流れ

市 議 会

都市計画審議会

検討会等
（内部・外部組織）

市 民



都市計画マスタープラン
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① コンパクト＋ネットワーク型都市づくりの具体化

② 地域経済の活性化や雇用の場の創出に向け、市街化調整区域における産業拠点の見直し

③ 地震・津波防災対策の視点を追加

④ 都市づくりの進展や社会情勢の変化に対応

ポイントの背景

① 立地適正化計画の策定
・人口減少時代に対応した都市づくり
・現行計画の基本方針にある「都市機能のコンパクト化の推進」を具体化

② 市街化調整区域における工場立地基準見直しによる緩和
・地域産業の活性による、雇用創出
・市街化調整区域の工場等立地基準の業種が拡大

③ 新たな津波防災計画との整合
・新たに策定された津波防災計画との整合
・防潮堤整備事業や津波災害警戒区域等（予定）を考慮した土地利用

④ 都市的変化の概要（市民意識の把握）
・懇話会や市民アンケート、地域説明会により市民意識を把握し計画に反映

立地適正化計画について
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立地適正化計画とは

平成26年8月に施行された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」
において、市町村が住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の
立地の適正化を図るための計画として、「立地適正化計画」を作成することが
できることとなりました（法第81条）

今後地方都市において、人口減少や高齢化が進展していく中で、まちのかたち
はどうあるべきか、都市構造の観点から将来への対応を考えていくための計画

都市再生特別措置法改正の背景
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県庁所在地の人口の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（人口 単位：万人）

（年）

県庁所在地のDID面積の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（年）

（面積 単位：
km2）

1970年→2010年

DID面積は倍増

〈１都市あたりの平均人口〉

1970年→2010年

人口は約２割増加

約40年前の

1970年と同水準

〈１都市あたりの平均DID面積〉

出典：国勢調査
国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月推計）

都市の現状と課題（地方都市）

○多くの地方都市では、

・急速な人口減少と高齢化に直面し、地域の産業の停滞もあり活力が低下

・住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散し、低密度な市街地を形成

・厳しい財政状況下で、拡散した居住者の生活を支えるサービスの提供が将来困難になりかねない状況に
ある。

○こうした状況下で、今後も都市を持続可能なものとしていくためには、都市の部分的な問題への対症療法
では間に合わず、都市全体の観点からの取り組みを強力に推進する必要。

地方都市の現状と課題
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一極集中

市町村内の、最も主要な拠点（大きなターミナ
ル駅周辺等）１カ所に、全てを集約させる

多極型

中心的な拠点だけではなく、旧町村の役場周辺な
どの生活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコン
パクト化を目指す

コンパクトシティをめぐる誤解

全ての人口の集約

全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集約さ
せることを目指す

強制的な集約

居住者や住宅を強制的に短期間で移転させる

全ての人口の集約を図るものではない

たとえば農業等の従事者が農村部に居住すること
は当然。
（集約で一定エリアの人口密度を維持）

誘導による集約

インセンティブを講じながら、時間をかけながら居
住の集約化を推進

コンパクトシティをめぐる課題
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持続可能な都市経営（財政、経済）のため

地球環境、自然環境のため

高齢者の生活環境・子育て環境のため

コンパクト＋ネットワーク

・公共投資、行政サービスの効率化
・公共施設の維持管理の合理化
・住宅、宅地の資産価値の維持
・ビジネス環境の維持・向上、知恵の創出
・健康増進による社会保障費の抑制

・CO2排出削減
・エネルギーの効率的な利用
・緑地、農地の保全

・子育て、教育、医療、福祉の利用環境向上
・高齢者・女性の社会参画
・高齢者の健康増進
・仕事と生活のバランス改善
・コミュニティ力の維持

限られた資源の集中的・効率的な利用で
持続可能な都市・社会を実現

防災のため

・災害危険性の低い地域の重点利用
・集住による迅速、効率的な避難

なぜコンパクトシティか？
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立地適正化計画制度の概要

立地適正化計画は、区域や基本的な方針など都市再生特別措置法（第81条第2項他）に
規定する事項を主な内容とします。（下表は法に規定する必須事項）

項 目 記載事項 内 容

立地適正化計画区域

区 域 都市計画区域内の区域

基本的な方針
住宅及び都市機能増進施設(*)の立地の適正化に関する基本的な方針
(*)都市機能増進施設：医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の
居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設

居住誘導区域

区 域

都市の居住者の居住を誘導すべき区域
◆人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持するこ
とにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、
居住を誘導すべき区域です。

講ずべき施策
居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の
居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項

都市機能誘導区域

区 域

都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域
◆都市機能誘導区域は、医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心
拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービス
の効率的な提供を図る区域です。

講ずべき施策
立地を誘導すべき都市機能増進施設（誘導施設）及び当該誘導施設の
立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
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立地適正化計画制度の概要
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立地適正化計画の概要

■居住誘導区域
都市機能誘導区域周辺、及び公共交通沿線など一定エリ
アにおいて人口密度を維持し、生活サービスやコミュニ
ティが持続的に確保されるよう居住誘導する区域

■誘導方法
①届出、勧告制度：居住誘導区域外で３戸以上又は
1,000㎡を超える住宅建築の開発行為を行う場合に対象

■都市機能誘導区域
医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点（駅、
役所等）や生活拠点（支所等）に誘導し、集約すること
で、各種サービスの効率的な提供を図る区域

■誘導方法
①国庫補助事業の拡充

誘導施設の建設や既存誘導施設の拡充等に対して、国
から民間への直接補助があり民間投資の活性及び誘導
を図る（最大50％の補助）

②税制支援：事業用資産の買換特例や所得税・法人税の
軽減税率など

③届出、勧告制度：誘導施設を都市機能誘導区域外に
建築・改築等を行う場合に対象
※誘導施設：病院、診療所、高齢者施設、学校、

図書館、スーパー等
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立地適正化計画の検討方法

立地適正化計画の策定にあたっては、人口分析をはじめ多角的な分析を行い、
都市計画マスタープランの改定と併せて実施していきます。


